














 

事 務 連 絡 

令 和 ７ 年 10 月 10 日 

 

 

地 方 職 員 共 済 組 合 保 健 課 

東京都職員共済組合医療保険課 

全国市町村職員共済組合連合会保健課   御中 

警 察 庁 長 官 官 房 人 事 課 

文部科学省初等中等教育局財務課 

 

 

総務省自治行政局公務員部福利課 

 

 

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 

における年間収入の取扱いについて 

 

 

  標記の件について、別添のとおり厚生労働省保険局保険課長及び年金局事業管理課長より

通知がありました。 

 これを踏まえ、地方公務員共済組合におかれましても、適切にご対応くださいますようお

願いします。 

また、全国市町村職員共済組合連合会におかれましては、この旨を構成組合に周知をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省自治行政局公務員部福利課企画係 

担当：宮田、吉岡 

電話：03-5253-5557（直通） 


